
五條市消防本部　☎22・3310

　３月１日（土）～７日（金）まで春の火災予防運動が実施され
ます。
　また、山火事予防・車両火災予防運動も併せて行います。
　これからの季節、空気が非常に乾燥し火災が発生しやすくな
りますので、火気の取り扱いには十分注意してください。

火災予防統一標語

「火は見てる　あなたが離れる　その時を」

春の火災予防運動

　新春恒例の五條市消防出初式が１月１４日、上野公園
駐車場で消防職員および消防団員約６２０人と、赤十字
奉仕団員１６人が参加し開催されました。
　式典では、消防活動に功績のあった優良消防職員およ
び消防団員に表彰が行われた後、市民らが見守る中、奈
良県防災ヘリコプターや消防車両による放水演習があり、
色とりどりの水のアーチに市民の安心、安全を守るとい
う使命達成の誓いを新たにしました。

安心・安全を守る使命を胸に
平成20年消防出初式

奈良県内の最低賃金
　最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、常用・臨時・パート・アルバイト等を含め、すべての
労働者に適用されます。使用者は、適用される最低賃金額等を周知するとともに、必ずこの金額以上の賃金を支
払わなければなりません。

奈良県最低賃金 （19.10.25発効） 時間額 ６６７円

産業別最低賃金
一般機械器具製造業 （19.12.25発効） 時間額 ７７０円
電機関係製造業 （19.12.25発効） 時間額 ７７２円
自動車小売業 （19.12.25発効） 時間額 ７７０円
木材・木製品・家具・装備品製造業 日　額

時間額
６，５２７円
８１６円（製材熟練等） （元.1.25発効）

	
■問合先　奈良労働局　☎０７４２・３２・０２０６

�消防トピックス




